
         第２回 アイランドシティ地区 

         新設小学校（仮称）開校準備委員会 
 

日時：平成 29 年 10 月３日（火） 

19 時 00 分～20 時 00 分 

会場：照葉小中学校１階会議室 

  

 

 

～会 議 次 第～ 
 

 

１ 議 事 

 
（１）設置要綱の一部改正について 資料１ 

 

（２）新設小学校の校名（案）の検討及び選定について 資料２ 

 

（３）新設小学校の通学路（案）について 資料３ 

 

 

２ 報告事項 

 
（１）新設小学校の通学区域について 資料４ 

 

 

３ 連絡事項 

 
  ○第３回開催について（予定） 

   日程：平成 29 年 12 月上旬 

 

会場：照葉小中学校１階会議室 

  

議事：校名（案）の決定について 

校章・校歌の検討について 

通学路（案）の検討について 

スタンバード 



設置要綱の一部改正について 
 

 

１．改正の理由について 

  照葉公民館長に藤井氏が就任されたことにより，藤井氏に開校準備委員会の委員とし

てご参加いただくために，所要の改正を行うものです。 

 

２．改正の内容について 

  下記のとおりです。（変更箇所は下線  で示しています。） 

 

現行 改正案 

別表 

組 織 氏 名 役 職 

（略） 

照葉公民館 — 照葉公民館長 

（略） 

 

 

別表 

組 織 氏 名 役 職 

（略） 

照葉公民館 藤井 昇 照葉公民館長 

（略） 

 

 

３．施行期日 

  平成29年10月３日 

 

 

資料１ 



新設小学校の校名（案）の検討及び選定について 
 

１．新設小学校の校名（案）の考え方について 

（１）校名の検討にあたって留意する事項について 

  ○ 原則として常用漢字を使用する。 

   ○ 難しい漢字や誤読しやすい漢字は使用しない。 

   ○ 通学区域を考慮して，その地域にふさわしい校名とする。 

○ 児童生徒の負担等に配慮して，極端に長い校名は避ける。 

 

（２）第１回開校準備委員会における各委員の意見について 

 

２．新設小学校の校名（案）について 

  上記１の留意事項や各委員の意見を踏まえて，具体的な校名（案）を下記のとおり挙げ

ておりますので，この中から開校準備委員会における校名（案）を選定します。 

校名（案） 分類・考え方 市内の例 

照葉
て り は

北
きた

 小学校 学校の地名の後ろに方位を加えたもの。 
・和白東小 

・千早西小 など 

北
きた

照葉
て り は

 小学校 学校の地名の前に方位を加えたもの。 
・東箱崎小 

・南当仁小 など 

照葉第２
て り は だ い に

 小学校 既存の学校名の後ろに番号を加えたもの。 

・香椎第１中 

・香椎第２中 

・香椎第３中 

第２照葉
だ い に て り は

 小学校 既存の学校名の前に番号を加えたもの。 － 

照 北
しょうほく

 小学校 学校の地名の一部に方位を加えたもの。 ・姪北小 

 

３．今後のスケジュールについて 

 

４．校名（案）に対する地域・保護者への意見募集の方法について 

  第２回開校準備委員会ニュースや教育委員会ホームページにて，校名（案）の意見募集

について周知します。なお，ニュースは「照葉公民館だより（11 月号）」と合わせて配布

する予定です。 

 

（１）意見の募集期間 平成 29 年 11 月１日（水）～11 月 17 日（金） 

 

（２）意見の募集方法 

  意見用紙に必要事項（下記参照）を記入の上，照葉公民館及び照葉小・中学校に設置

する回収箱に直接ご投函いただくか，もしくは電子メール・ＦＡＸにて事務局にお寄せ

いただきます。 

 

【住所】東区香椎照葉  丁目  番  号 

（マンション名       号室） 

【記入者の氏名】 

【ご意見欄】 

※箇条書きでできるだけ簡潔に記入してください。 

 ・●●● 

 

 

 

 

（３）回収箱の設置場所 

 ・照葉公民館（東区香椎照葉二丁目２番 12 号） 

 ・照葉小・中学校（東区香椎照葉二丁目２番２号） 

○ ２小１中のイメージを具現化した名称がよい。 

○ 新設小学校は照葉小中学校と同じ校歌とした方がいいので，学校名には 

「照葉」が入っていた方がいい。 

○ 学校名に「第１」や「第２」などの数字が入っていると，ナンバー１，２ 

という印象をもってしまうのではないか。 

○ 例えば，校名を全部ひらがなにしてしまうと，字面だけ見ても照葉小中学校 

と全く別の学校のように見えてしまうので心配。 など 

時   期  内    容 

11 月１日～17 日 校名（案）に対する地域・保護者への意見募集 

12 月上旬（予定） 

（第３回 開校準備委員会） 
意見募集の結果報告，校名（案）の決定 

29 年度末（予定） 福岡市立小学校設置条例の改正，校名の正式決定 

資料２ 

回 収 箱 



新設小学校の通学路（案）について 
 

１．新設小学校の通学路の基本的な考え方について 

新設小学校の通学路については，下記の考え方を踏まえて，開校準備委員会で決定します。 

 

○ 児童が通い慣れた通学路を優先的に利用します。 

 

○ 歩道に公園やコンビニエンスストアの駐車場が接しており車の出入りが多い 

箇所や，見通しの悪い箇所等の危険箇所を極力避けることとします。 

 

○ 安全に道路横断ができるように横断歩道，信号機の設置状況などを考慮します。 

 

※なお，過去３年間の照葉小学校の通学路安全点検では，「危険箇所」として教育委員会

に報告される箇所はありませんでした。 

 

【参考】福岡市における一般的な通学路決定の流れについて 

 

（１） 学校が保護者や地域の交通安全推進委員会等と連携して，通学路の調査を 

実施します。 

 

（２） 上記の調査結果をもとに，安全性を考慮した上で，学校長が通学路を決定します。 

 

 

（３） 保護者は，自宅から通学路までの経路について安全性を考慮して決定します。 

 

 

２．今後のスケジュールについて 

   新設小学校の通学路については，今後，開校準備委員会の意見を踏まえて平成 29 年

度中に決定し，平成 30 年度に必要に応じて通学路の整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新設小学校の通学路（案）について 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 

○信号機，横断歩道が設置されている箇所  ＝ ○ 

○横断歩道のみが設置されている箇所    ＝ ○ 

○横断歩道，信号機が設置されていない箇所 ＝ ○ 

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

通学路

平成３０年度
平成２９年度

開校準備委員会 １

通学路（案）に係る検討・通学路の決定など

２ ３ ４ ３～４回程度開催予定

必要に応じて通学路整備学校の意見を踏まえた

通学路（案）の策定

平
成
３
１
年
４
月
開
校

照葉小中学校 

○小学校の通学区域  ＝ 

○新設小学校の通学路 ＝ 

○道路を横断する箇所 ＝ 

新設小学校 

西門 東門 

南門 



４．児童の通学の安全上，配慮が必要となる箇所について 

 

（１）アイランドシティ中央公園に接している周囲の歩道や，歩道に駐車場の入口が接し

ている箇所は，交通安全や防犯上の課題があるため通学路としません。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）横断歩道が設置されていない交差点・Ｔ字路（下図１～４）について，関係機関と

連携しながら，通学路としての安全性を担保するための横断歩道等の安全対策を検討

していきます。 

 

 【交通安全上の課題】歩道に駐車場の入口が接している。 

【防犯上の課題】アイランドシティ中央公園の周囲は樹木等があり，見通しが悪い。 

通学路としない 

歩道 

１ ２ 

新設小学校 

４ 

３ 

通学路合同点検 

（日時）平成２９年８月２８日（月） 

（内容）・通学路の安全点検 

・危険箇所の安全対策を検討 

    （横断歩道の設置等） 

（関係部署） 

・東警察署交通第１課 

・東区役所地域整備部地域整備課 

・港湾空港局港湾建設部東部建設課 

・アイランドシティ事業部計画調整課 

・照葉小学校  ・教育委員会指導部学校安全・安心推進担当 



新設小学校の通学区域について 

 

 新設小学校の通学区域については，平成 29 年８月９日開催の福岡市立学校通学区域審議会で出

された答申を踏まえ，同月 21 日の教育委員会会議において決定しました。 

なお，平成 28 年１月に開催した照葉小学校の保護者説明会でご提示した内容から変更はありま

せん。 

 

１．設定内容 

アイランドシティ地区新設小学校（仮称）（以下「新設小学校」という。）の通学区域は，次の

区域をもって設定する。 

照葉小学校の通学区域のうち， 

香椎照葉三丁目，香椎照葉四丁目，香椎照葉五丁目，香椎照葉六丁目，香椎照葉七丁目，   

みなと香椎一丁目，みなと香椎二丁目，みなと香椎三丁目 

（ただし，香椎照葉三丁目については，１番，２番２号から５号の区域を除く。） 

 

 

２．設定の基本的な考え方 

照葉小学校の過大規模（31 学級以上）の状態の解消を図るとともに，新設小学校が適正規模

（12～24 学級）となるよう設定する。 

 

 

３．実施時期 

新設小学校開校時の平成 31 年４月１日から実施する。 

 

 

４．児童数・学級数のこれまでの推移と今後の見込み 

                                   （単位：人，学級）  

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

新設小学校 

児童数 － － － － 590 

学級数 － － － － 19 

照葉小学校 

児童数 935 1,091 1,185 1,260 750 

学級数 30 33 35 38 23 

 ※特別支援学級を除く 

※H27～H29 は各年５月１日時点の実数 

 

 

 

 

 

     【参考】市教育委員会ホームページに掲載 

資料４ 
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